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● 施策体系

第１節 多様なコミュニティ活動の充実による住みよいまちづくり

（細節） （細々節）

１ コミュニティ活動の充実 （１）コミュニティ意識の醸成

（２）コミュニティ活動の促進

（３）情報交流の促進

２ コミュニティ施設の充実 （１）コミュニティ施設の整備と運営

（２）コミュニティ関連施設のネットワーク化

３ コミュニティとの協働の推進

第２節 情報の共有化を進めるまちづくり

（細節）

１ 情報技術の活用の推進

２ 情報通信ネットワーク基盤整備の推進

３ 情報化に伴う安全対策の推進

４ 情報公開・情報提供の推進

５ 個人情報保護の推進

第３節 市民参画によるまちづくり

（細節） （細々節）

１ 市民参画の推進 （１）市民参画の手法の整備と充実

（２）市民との協働による地域レベルのまちづくりの推進

２ 広聴活動の充実
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「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

「男女共同参画のまちづ
くり」

本市全域で子育て支援の一環として、保育
付き講座及び参画スタッフ活動での保育を
担当する「保育スタッフ」を養成する。ま
た、スタッフ活動を通して社会参加を促す
機会とする。

継続 ①男女共同参画センター保育事業
男女共同参画センター保
育事業

[男女共同参画センター]

[男女共同参画センター]

「男女共同参画のまちづ
くり」 男女共同参画を推進するため、連続講座の

実施や講演会等を開催し、男女共同参画社
会の実現に向けて考え、行動する機会の提
供と充実に努める。また、男女共同参画推
進の視点を持った人材を育成する。（平成
３０年度より、「男女共同参画センター事
業者向け研修会等事業」を本事業に統合）

継続 ①男女共同参画センター主催講座等事業
男女共同参画センター主
催講座等事業

[男女共同参画センター]

総合的なＤＶ防止対策を実施することによ
り、配偶者等からの暴力を防止するととも
に被害者の自立を支援する。また、配偶者
等からの暴力及び児童に対する暴力の防止
の推進のため、地域や企業とも連携して、
女性や子どもに対する暴力をはじめ、「暴
力のない安心安全のまち、すいた」をめざ
す「Ｗリボンプロジェクト」を進める。

継続 ①ＤＶ防止対策事業ＤＶ防止対策事業

[男女共同参画センター]

「男女共同参画のまちづ
くり」 男女共同参画社会の実現に向けて、情報ラ

イブラリーにおいて、様々なジャンルの図
書や資料、映像などの情報を収集、提供す
る。また、情報ライブラリースタッフ活動
を実施することにより、男女共同参画推進
の視点を持った人材を育成する。

継続 ①男女共同参画センター情報収集・提供事業
男女共同参画センター情
報収集・提供事業

継続 ①ダブルリボンプロジェクト基金積立事業
ダブルリボンプロジェク
ト基金積立事業

[男女共同参画室]

「男女共同参画のまちづ
くり」

継続
①男女共同参画センター施設管理事業（普通建設事業
を除く。）

男女共同参画センター施
設管理事業

[男女共同参画センター]

「男女共同参画のまちづ
くり」

「男女共同参画のまちづ
くり」

家庭・地域・職場等における人間関係等、
女性の悩み全般にわたる相談事業を行う。

継続 ①女性のための相談事業女性のための相談事業

[男女共同参画センター]

「男女共同参画のまちづ
くり」

Ｗリボンバッジの売上金の一部等及び指定
寄附金をダブルリボンプロジェクト基金に
積立てる。

「男女共同参画のまちづ
くり」 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保

護等のため、「予防」、「発見」、「支
援」、「フォロー」の４つの視点から効果
的な事業を推進しており、配偶者暴力相談
支援センター機能を持つＤＶ相談室での被
害者支援やパンフレットの作成など、様々
な啓発活動を行う。

継続 ①ＤＶ防止対策事業ＤＶ防止対策事業

[男女共同参画室]

①男女共同参画センター事業者向け研修会等事業
男女共同参画センター事
業者向け研修会等事業

[男女共同参画センター]

「男女共同参画のまちづ
くり」 職場における男女共同参画の実現のため、

育児介護休業法などの制度の周知、キャリ
ア教育、ダイバーシティなどの啓発、研修
会を実施するなどして事業者に積極的に働
きかける。（平成３０年度から男女共同参
画センター主催講座等事業へ移管）

継続

男女共同参画の推進に関する市民や事業者
による取組を支援するための拠点施設であ
る男女共同参画センターの維持管理を行
う。
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●建設事業関係

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

合　計

外壁・高圧機器維持補修工事

合　計

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

合　計

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

千里ニュータウンプラザ
施設管理事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

[市民自治推進室]

事業費
単位：
千円

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

概　　　　　要事  業  内  容 年度(西暦)

千里ニュータウンプラザの千里市民セン
ターの設計建設費を平成24年度（2012
年度）から20年間にわたり分割して支払
う。

千里ニュータウンプラザの市民公益活動セ
ンターの設計建設費を平成24年度
（2012年度）から20年間にわたり分割
して支払う。

「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

岸部市民センターの老朽化に伴い、改修工
事を行う。

岸部市民センター事業

[市民自治推進室]

千里ニュータウンプラザ
施設管理事業
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●建設事業関係

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

合　計

外壁・高圧機器維持補修工事

合　計

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

サービス購入料（設計建設費）

合　計

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

千里ニュータウンプラザ
施設管理事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

[市民自治推進室]

事業費
単位：
千円

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

概　　　　　要事  業  内  容 年度(西暦)

千里ニュータウンプラザの千里市民セン
ターの設計建設費を平成24年度（2012
年度）から20年間にわたり分割して支払
う。

千里ニュータウンプラザの市民公益活動セ
ンターの設計建設費を平成24年度
（2012年度）から20年間にわたり分割
して支払う。

「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

岸部市民センターの老朽化に伴い、改修工
事を行う。

岸部市民センター事業

[市民自治推進室]

千里ニュータウンプラザ
施設管理事業

●制度等の施策関係

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

特定非営利活動法人の設立認証等の業務を
行うことにより、さらなる市民公益活動の
促進を図る。

継続 ①特定非営利活動法人設立認証等事業
特定非営利活動法人設立
認証等事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

千里ニュータウンプラザ（市民公益活動セ
ンター）施設を安全に供用するための維持
管理を行う。

継続
①千里ニュータウンプラザ施設管理事業（普通建設事
業を除く。）

千里ニュータウンプラザ
施設管理事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」 市民公益活動を促進するため、市民公益活

動団体が自立して事業を展開できることが
必要である。そのために活動の立ち上げ期
など資金不足等の市民公益活動を支えるた
め、補助金を交付することにより市民公益
活動団体を支援する。

継続 ①市民公益活動促進補助事業
市民公益活動促進補助事
業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民公益活動を促進するため、市民公益活
動審議会の運営など市民公益活動の促進に
関する条例や基本方針に基づき具体的施策
を実施する。

継続 ①市民公益活動促進事業市民公益活動促進事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」 市民公益活動センターを運営し、多分野に

わたって活動している市民公益活動団体に
対し、運営等に関する相談、情報収集や情
報提供、人材育成等の総合的な支援を行う
とともに、市民、行政、事業者等のネット
ワークを構築し、交流、連携を図る。

継続 ①市民公益活動センター事業
市民公益活動センター事
業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」 市内を主な活動拠点とする市民活動団体

が、無報酬で行う継続的、計画的又は臨時
的な公益性のある活動中に生じた事故につ
いて補償を行う。併せて市民活動に類する
市主催事業における事故にも対応する。

継続 ①市民活動災害保障保険事業
市民活動災害保障保険事
業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」 市民活動災害保障制度を補完するため、平

成２２年７月１日から実施。市民活動災害
保障制度の対象となる活動中に、心疾患な
どの疾病を発症または悪化させ、死亡する
などした場合、市が見舞金を支給する。

継続 ①市民活動災害見舞金支給事業
市民活動災害見舞金支給
事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」 吹田ボランティアフェスティバルは市内で

活動するボランティア団体等による実行委
員会の主催で開催している。市も実行委員
会に参加して共催し、開催会場の確保やテ
ント等のリース料を負担し、市民公益活動
を支援している。

継続 ①吹田ボランティアフェスティバル事業
吹田ボランティアフェス
ティバル事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

 市民が自主的に行うコミュニティ活動が円滑
に行えるよう支援する。自治会活動に対する
補助金を交付し、活動を支援するハンドブッ
クを作成している。自治会加入促進のために
リーフレットの作成・配布及び市報すいたへ
の広報等を行い、加入促進を図っている。地
域との情報共有及び地域への情報発信につい
て、検討を進める。

継続 ①自治会活動関係事業自治会活動関係事業

[市民自治推進室]

「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円
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「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

市民の多様な地域活動の用に供し、地域にお
ける情報の交流を促すとともに、世代を超え
た市民の連帯を深め、潤いのある豊かな地域
社会の形成に寄与するため、千里山コミュニ
ティセンターを運営する。
　平成２７年度の開設当初から指定管理者制
度を導入し、地域住民で組織された千里山コ
ミュニティ協議会を指定管理者に指定してい
る。（指定管理者の期間は３年）

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」 一般財団法人自治総合センターが実施する

一般コミュニティ助成事業の助成金の交付
を受け、地域のコミュニティ活動の充実・
強化を図れるよう支援する。

継続 ①コミュニティ助成金交付事業
コミュニティ助成金交付
事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

世代を超えた市民の連帯を深め、潤いのあ
る豊かな地域社会の形成に資するため、コ
ミュニティセンターの管理を行うコミュニ
ティ協議会の事業の一部を助成する。

継続 ①千里山コミュニティ協議会助成事業
千里山コミュニティ協議
会助成事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民公益活動団体が、高齢者の孤立化や子
育て中の市民の負担感の増大、地域コミュ
ニティの弱体化などの様々な地域課題の解
消を図るため、地域において高齢者、障が
い者、子ども、女性等のあらゆる住民が過
ごすことのできる場を提供する活動に対
し、地域住民居場所づくり活動補助金を交
付することにより活動の支援を行う。

継続 ①地域住民居場所づくり活動補助事業
地域住民居場所づくり活
動補助事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民の多様な地域活動の用に供し、地域にお
ける情報の交流を促すとともに、世代を超え
た市民の連帯を深め、潤いのある豊かな地域
社会の形成に寄与するため、亥の子谷コミュ
ニティセンターを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織された吹田市亥の子谷コ
ミュニティ協議会を指定管理者に指定してい
る。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①亥の子谷コミュニティセンター事業
亥の子谷コミュニティセ
ンター事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

広域的なコミュニティ施設未整備地域にお
けるコミュニティ施設の整備を行う。

継続 ①コミュニティ施設整備事業
コミュニティ施設整備事
業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

継続 ①千里山コミュニティセンター事業
千里山コミュニティセン
ター事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

世代を超えた市民の連帯を深め、潤いのあ
る豊かな地域社会の形成に資するため、コ
ミュニティセンターの管理を行うコミュニ
ティ協議会の事業の一部を助成する。

継続 ①内本町コミュニティ協議会助成事業
内本町コミュニティ協議
会助成事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

世代を超えた市民の連帯を深め、潤いのあ
る豊かな地域社会の形成に資するため、コ
ミュニティセンターの管理を行うコミュニ
ティ協議会の事業の一部を助成する。

継続 ①亥の子谷コミュニティ協議会助成事業
亥の子谷コミュニティ協
議会助成事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

吹田のまちづくりと自治意識の高揚を目的
として開催される吹田まつりの運営に対し
て補助する。

継続 ①吹田まつり補助事業吹田まつり補助事業

[シティプロモーション推進
室]
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「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

市民の多様な地域活動の用に供し、地域にお
ける情報の交流を促すとともに、世代を超え
た市民の連帯を深め、潤いのある豊かな地域
社会の形成に寄与するため、千里山コミュニ
ティセンターを運営する。
　平成２７年度の開設当初から指定管理者制
度を導入し、地域住民で組織された千里山コ
ミュニティ協議会を指定管理者に指定してい
る。（指定管理者の期間は３年）

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」 一般財団法人自治総合センターが実施する

一般コミュニティ助成事業の助成金の交付
を受け、地域のコミュニティ活動の充実・
強化を図れるよう支援する。

継続 ①コミュニティ助成金交付事業
コミュニティ助成金交付
事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

世代を超えた市民の連帯を深め、潤いのあ
る豊かな地域社会の形成に資するため、コ
ミュニティセンターの管理を行うコミュニ
ティ協議会の事業の一部を助成する。

継続 ①千里山コミュニティ協議会助成事業
千里山コミュニティ協議
会助成事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民公益活動団体が、高齢者の孤立化や子
育て中の市民の負担感の増大、地域コミュ
ニティの弱体化などの様々な地域課題の解
消を図るため、地域において高齢者、障が
い者、子ども、女性等のあらゆる住民が過
ごすことのできる場を提供する活動に対
し、地域住民居場所づくり活動補助金を交
付することにより活動の支援を行う。

継続 ①地域住民居場所づくり活動補助事業
地域住民居場所づくり活
動補助事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民の多様な地域活動の用に供し、地域にお
ける情報の交流を促すとともに、世代を超え
た市民の連帯を深め、潤いのある豊かな地域
社会の形成に寄与するため、亥の子谷コミュ
ニティセンターを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織された吹田市亥の子谷コ
ミュニティ協議会を指定管理者に指定してい
る。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①亥の子谷コミュニティセンター事業
亥の子谷コミュニティセ
ンター事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

広域的なコミュニティ施設未整備地域にお
けるコミュニティ施設の整備を行う。

継続 ①コミュニティ施設整備事業
コミュニティ施設整備事
業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

継続 ①千里山コミュニティセンター事業
千里山コミュニティセン
ター事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

世代を超えた市民の連帯を深め、潤いのあ
る豊かな地域社会の形成に資するため、コ
ミュニティセンターの管理を行うコミュニ
ティ協議会の事業の一部を助成する。

継続 ①内本町コミュニティ協議会助成事業
内本町コミュニティ協議
会助成事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

世代を超えた市民の連帯を深め、潤いのあ
る豊かな地域社会の形成に資するため、コ
ミュニティセンターの管理を行うコミュニ
ティ協議会の事業の一部を助成する。

継続 ①亥の子谷コミュニティ協議会助成事業
亥の子谷コミュニティ協
議会助成事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

吹田のまちづくりと自治意識の高揚を目的
として開催される吹田まつりの運営に対し
て補助する。

継続 ①吹田まつり補助事業吹田まつり補助事業

[シティプロモーション推進
室]

「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民の集会等の用に供し、市民相互の交流
並びに市民の文化及び福祉の向上を図るた
め、岸部市民センターを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、大阪ガスビジネスクリエイト株式会社
を指定管理者に指定している。（指定管理
者の期間は３年、平成２７年度から５年）

継続 ①岸部市民センター事業（普通建設事業を除く。）岸部市民センター事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

地域住民の集会等の用に供し、市民の文
化、福祉等の向上を図るため、古江台市民
ホールを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織される吹田市古江台市
民ホール運営委員会を指定管理者に指定し
ている。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①古江台市民ホール事業古江台市民ホール事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

地域住民の集会等の用に供し、市民の文
化、福祉等の向上を図るため、高野台市民
ホールを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織される吹田市高野台市
民ホール運営委員会を指定管理者に指定し
ている。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①高野台市民ホール事業高野台市民ホール事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

地域住民の集会等の用に供し、市民の文
化、福祉等の向上を図るため、佐竹台市民
ホールを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織される吹田市佐竹台市
民ホール運営委員会を指定管理者に指定し
ている。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①佐竹台市民ホール事業佐竹台市民ホール事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民の集会等の用に供し、市民相互の交流
並びに市民の文化及び福祉の向上を図るた
め、山田ふれあい文化センターを運営す
る。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、大阪ガスビジネスクリエイト株式会社
を指定管理者に指定している。（指定管理
者の期間は３年、平成２７年度から５年）

継続 ①山田ふれあい文化センター事業
山田ふれあい文化セン
ター事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

地域住民の集会等の用に供し、市民の文
化、福祉等の向上を図るため、青山台市民
ホールを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織される吹田市青山台市
民ホール運営委員会を指定管理者に指定し
ている。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①青山台市民ホール事業青山台市民ホール事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」 市民の多様な地域活動の用に供し、地域に

おける情報の交流を促すとともに、世代を
超えた市民の連帯を深め、潤いのある豊か
な地域社会の形成に寄与するため、千一コ
ミュニティセンターを運営する。

継続 ①千一コミュニティセンター事業
千一コミュニティセン
ター事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

千里ニュータウンプラザ（千里市民セン
ター部分）を維持管理する。

継続
①千里ニュータウンプラザ施設管理事業（普通建設事
業を除く。）

千里ニュータウンプラザ
施設管理事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民の集会等の用に供し、市民相互の交流
並びに市民の文化及び福祉の向上を図るた
め、千里丘市民センターを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、大阪ガスビジネスクリエイト株式会社
を指定管理者に指定している。（指定管理
者の期間は３年、平成２７年度から５年）

継続 ①千里丘市民センター事業千里丘市民センター事業

[市民自治推進室]
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「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

①千里市民センター事業千里市民センター事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

地域交流のため、幼稚園廃園跡の施設を暫
定的に地区集会所（岸二、北山田）として
地域住民に開放し、市民の文化、福祉等の
向上を図る。
　地区集会所の運営については、地域住民
で組織される各地区集会所運営委員会に委
託している。

縮小地区集会所事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民の集会等の用に供し、市民相互の交流
並びに市民の文化及び福祉の向上を図るた
め、千里市民センターを運営する。

継続

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

地域住民の集会等の用に供し、市民の文
化、福祉等の向上を図るため、竹見台市民
ホールを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織される吹田市竹見台市
民ホール運営委員会を指定管理者に指定し
ている。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①竹見台市民ホール事業竹見台市民ホール事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

吹田市立南竹見台小学校跡に、市民の文化、
福祉等の向上に資することを目的として、暫
定的に吹田市関連の諸事業及び市民の集会等
の用に供するために竹見台多目的施設を運営
する。（市民自治推進室は竹見台市民ホール
の狭隘化を解消するため交流室等を運営）
　竹見台多目的施設の運営については、地域
の市民団体の代表等で組織される吹田市立竹
見台多目的施設運営委員会に委託している。

継続 ①竹見台多目的施設事業竹見台多目的施設事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

地域住民の集会等の用に供し、市民の文
化、福祉等の向上を図るため、津雲台市民
ホールを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織される吹田市津雲台市
民ホール運営委員会を指定管理者に指定し
ている。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①津雲台市民ホール事業津雲台市民ホール事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

地域住民の集会等の用に供し、市民の文
化、福祉等の向上を図るため、桃山台市民
ホールを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織される吹田市桃山台市
民ホール運営委員会を指定管理者に指定し
ている。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①桃山台市民ホール事業桃山台市民ホール事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

地域住民の集会等の用に供し、市民の文
化、福祉等の向上を図るため、藤白台市民
ホールを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織される吹田市藤白台市
民ホール運営委員会を指定管理者に指定し
ている。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①藤白台市民ホール事業藤白台市民ホール事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民の多様な地域活動の用に供し、地域にお
ける情報の交流を促すとともに、世代を超え
た市民の連帯を深め、潤いのある豊かな地域
社会の形成に寄与するため、内本町コミュニ
ティセンターを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織された吹田市ＪＲ以南コ
ミュニティ協議会を指定管理者に指定してい
る。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①内本町コミュニティセンター事業
内本町コミュニティセン
ター事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民の集会等の用に供し、市民相互の交流
並びに市民の文化及び福祉の向上を図るた
め、豊一市民センターを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、大阪ガスビジネスクリエイト株式会社
を指定管理者に指定している。（指定管理
者の期間は３年、平成２７年度から５年）

継続 ①豊一市民センター事業豊一市民センター事業

[市民自治推進室]

①地区集会所事業
【縮小内容】吹田東及び西山田の両地区集会所につい
ては、両施設が行政目的を持った施設として活用され
ることを受け、平成３０年３月末をもって、地区集会
所としての利用を終える。
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「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

①千里市民センター事業千里市民センター事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

地域交流のため、幼稚園廃園跡の施設を暫
定的に地区集会所（岸二、北山田）として
地域住民に開放し、市民の文化、福祉等の
向上を図る。
　地区集会所の運営については、地域住民
で組織される各地区集会所運営委員会に委
託している。

縮小地区集会所事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民の集会等の用に供し、市民相互の交流
並びに市民の文化及び福祉の向上を図るた
め、千里市民センターを運営する。

継続

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

地域住民の集会等の用に供し、市民の文
化、福祉等の向上を図るため、竹見台市民
ホールを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織される吹田市竹見台市
民ホール運営委員会を指定管理者に指定し
ている。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①竹見台市民ホール事業竹見台市民ホール事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

吹田市立南竹見台小学校跡に、市民の文化、
福祉等の向上に資することを目的として、暫
定的に吹田市関連の諸事業及び市民の集会等
の用に供するために竹見台多目的施設を運営
する。（市民自治推進室は竹見台市民ホール
の狭隘化を解消するため交流室等を運営）
　竹見台多目的施設の運営については、地域
の市民団体の代表等で組織される吹田市立竹
見台多目的施設運営委員会に委託している。

継続 ①竹見台多目的施設事業竹見台多目的施設事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

地域住民の集会等の用に供し、市民の文
化、福祉等の向上を図るため、津雲台市民
ホールを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織される吹田市津雲台市
民ホール運営委員会を指定管理者に指定し
ている。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①津雲台市民ホール事業津雲台市民ホール事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

地域住民の集会等の用に供し、市民の文
化、福祉等の向上を図るため、桃山台市民
ホールを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織される吹田市桃山台市
民ホール運営委員会を指定管理者に指定し
ている。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①桃山台市民ホール事業桃山台市民ホール事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

地域住民の集会等の用に供し、市民の文
化、福祉等の向上を図るため、藤白台市民
ホールを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織される吹田市藤白台市
民ホール運営委員会を指定管理者に指定し
ている。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①藤白台市民ホール事業藤白台市民ホール事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民の多様な地域活動の用に供し、地域にお
ける情報の交流を促すとともに、世代を超え
た市民の連帯を深め、潤いのある豊かな地域
社会の形成に寄与するため、内本町コミュニ
ティセンターを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、地域住民で組織された吹田市ＪＲ以南コ
ミュニティ協議会を指定管理者に指定してい
る。（指定管理者の期間は３年）

継続 ①内本町コミュニティセンター事業
内本町コミュニティセン
ター事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民の集会等の用に供し、市民相互の交流
並びに市民の文化及び福祉の向上を図るた
め、豊一市民センターを運営する。
　平成１８年度から指定管理者制度を導入
し、大阪ガスビジネスクリエイト株式会社
を指定管理者に指定している。（指定管理
者の期間は３年、平成２７年度から５年）

継続 ①豊一市民センター事業豊一市民センター事業

[市民自治推進室]

①地区集会所事業
【縮小内容】吹田東及び西山田の両地区集会所につい
ては、両施設が行政目的を持った施設として活用され
ることを受け、平成３０年３月末をもって、地区集会
所としての利用を終える。

「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

「情報の共有化を進める
まちづくり」

市の制度や手続き、施設の概要など市政情
報を掲載した冊子「くらしの友」を２年に
１回発行。発行は官民協働事業として実施
する。

継続 ①くらしの友発行事業くらしの友発行事業

[広報課]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

庁内データ総合共有活用システムに係るパ
ソコン、プリンタ機器等の適正な保守、管
理を行う。

拡充
①庁内データ総合共有活用システム整備事業
【拡充】タブレット会議システム導入に伴うパソコン
整備。

庁内データ総合共有活用
システム整備事業

[情報政策室]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

文書目録管理システム等庁内データ総合共
有活用システムの円滑な運用を行う。

拡充
・
縮小

①小型システム運用事業
【拡充】タブレット会議システムの導入。
【縮小】旧財務会計閲覧システムの廃止。

小型システム運用事業

[情報政策室]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

大阪府内１５市で構成する大阪地域市町村
共同利用電子入札システム運営協議会に
て、電子入札システムを共同運営する。

継続 ①電子入札システム事業電子入札システム事業

[契約検査室]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

ホームページの運用等、地域・市民を対象
とした情報化事業を行う。 拡充

①地域情報化事業
【拡充】簡易電子申請サービスの導入。

地域情報化事業

[情報政策室]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

通信回線、ネットワーク関連機器の安定運
用及び総合行政ネットワークの運用を行
う。

拡充
①情報通信基盤事業
【拡充】タブレット会議システム導入に伴うネット
ワーク整備。

情報通信基盤事業

[情報政策室]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

情報化推進体制及び情報セキュリティが保
たれた組織の運営を行う。

拡充
①情報化推進体制整備事業
【拡充】第４期情報化推進計画策定に係るＣＩＯ補佐
業務の拡大。

情報化推進体制整備事業

[情報政策室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」

市民活動の支援、活性化を進め、協働によ
るまちづくりを促進していくための基金を
積立てる。

継続 ①みんなで支えるまちづくり基金積立事業
みんなで支えるまちづく
り基金積立事業

[市民自治推進室]

「多様なコミュニティ活
動の充実による住みよい
まちづくり」 公益内部通報に関する手続及び通報者等の

保護並びに不当要求行為に関する基本原則
及び対応方法を条例により規定し、本市に
おける公正な職務の執行を確保するととも
に、職員等のコンプライアンスの意識の向
上を図る。

継続 ①コンプライアンス推進事業
コンプライアンス推進事
業

[法制室]
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「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

「情報の共有化を進める
まちづくり」

市民や本市に関心のある人にホームページ
を活用して市政情報を提供し、必要とする
情報が必要なときに入手できるよう管理・
運営する。

継続 ①ホームページ事業ホームページ事業

[広報課]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

市の広報番組「お元気ですか！市民のみな
さん」を放送し、市政情報の提供や市民活
動の紹介などを行う。

継続 ①広報番組制作放送事業広報番組制作放送事業

[広報課]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

市の事業や行事の紹介など、市民への周知
事項をまとめて広報誌（Ａ４冊子）として
月１回発行する。

継続 ①市報すいた発行事業市報すいた発行事業

[広報課]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

市が管理する公文書を原則として公開し、
市民参加の開かれた市政の発展をめざす。
また、行政資料閲覧コーナーの資料の充実
を図り、市政についての情報の提供に努め
る。

継続 ①情報公開事業情報公開事業

[市民総務室]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

本会議及び委員会の会議録をインターネッ
トにより公開し、検索を可能にする。

継続 ①市議会会議録検索システム事業
市議会会議録検索システ
ム事業

[議会事務局]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

市議会だよりを市報すいたと合冊で発行
し、議事の内容や議会の活動について市民
に情報提供する。

継続 ①議会だより作成事業議会だより作成事業

[議会事務局]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

法令等で定められた市議会の会議録（本会
議及び常任・特別委員会）を作成し、議員
に配付するとともに、市民が閲覧できるよ
うに各図書館等にも開架する。

継続 ①市議会会議録作成事業市議会会議録作成事業

[議会事務局]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

本市の事業概要を掲載する「市政概要」等
を作成し、配布するとともに、一部をホー
ムページで公開する。

縮小資料作成事業

[議会事務局]

①資料作成事業

【縮小内容】予算統計等資料作成一部廃止による縮
小。

「情報の共有化を進める
まちづくり」 本会議の映像を撮影し、インターネットを

利用して生放映及び録画放映を行うととも
に、会議録検索システムと連動させ、過去
の映像及び会議録を同時に検索可能とす
る。

拡充本会議放映事業

[議会事務局]

①本会議放映事業

【拡充内容】放映システムの携帯端末視聴対応による
拡充。
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「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

「情報の共有化を進める
まちづくり」

市民や本市に関心のある人にホームページ
を活用して市政情報を提供し、必要とする
情報が必要なときに入手できるよう管理・
運営する。

継続 ①ホームページ事業ホームページ事業

[広報課]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

市の広報番組「お元気ですか！市民のみな
さん」を放送し、市政情報の提供や市民活
動の紹介などを行う。

継続 ①広報番組制作放送事業広報番組制作放送事業

[広報課]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

市の事業や行事の紹介など、市民への周知
事項をまとめて広報誌（Ａ４冊子）として
月１回発行する。

継続 ①市報すいた発行事業市報すいた発行事業

[広報課]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

市が管理する公文書を原則として公開し、
市民参加の開かれた市政の発展をめざす。
また、行政資料閲覧コーナーの資料の充実
を図り、市政についての情報の提供に努め
る。

継続 ①情報公開事業情報公開事業

[市民総務室]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

本会議及び委員会の会議録をインターネッ
トにより公開し、検索を可能にする。

継続 ①市議会会議録検索システム事業
市議会会議録検索システ
ム事業

[議会事務局]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

市議会だよりを市報すいたと合冊で発行
し、議事の内容や議会の活動について市民
に情報提供する。

継続 ①議会だより作成事業議会だより作成事業

[議会事務局]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

法令等で定められた市議会の会議録（本会
議及び常任・特別委員会）を作成し、議員
に配付するとともに、市民が閲覧できるよ
うに各図書館等にも開架する。

継続 ①市議会会議録作成事業市議会会議録作成事業

[議会事務局]

「情報の共有化を進める
まちづくり」

本市の事業概要を掲載する「市政概要」等
を作成し、配布するとともに、一部をホー
ムページで公開する。

縮小資料作成事業

[議会事務局]

①資料作成事業

【縮小内容】予算統計等資料作成一部廃止による縮
小。

「情報の共有化を進める
まちづくり」 本会議の映像を撮影し、インターネットを

利用して生放映及び録画放映を行うととも
に、会議録検索システムと連動させ、過去
の映像及び会議録を同時に検索可能とす
る。

拡充本会議放映事業

[議会事務局]

①本会議放映事業

【拡充内容】放映システムの携帯端末視聴対応による
拡充。

「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

合　計

自治基本条例に基づいた市民自治のまちづ
くりを進めるため、吹田市市民自治推進委
員会を開催し、市民自治を進めるための制
度構築や市民及び職員の意識改革を進める
方策などを検討する。

「情報の共有化を進める
まちづくり」

開かれた議会を実現するため、傍聴機会が
制限される市民等に傍聴機会を一定確保す
るサービスを実施する。

継続 ①議会傍聴支援事業議会傍聴支援事業

[議会事務局]

「市民参画によるまちづ
くり」 吹田市明るい選挙推進協議会と協働で、研

修会や講座の開催、機関紙の発行、啓発物
品の配布等、常にあらゆる機会を通じて啓
発事業を実施する。また、次代を担う未来
の有権者（＝小中高生）を対象に、選挙啓
発ポスターコンクールの実施や、学校への
投票箱等の貸し出しも行う。

継続 ①選挙常時啓発事業選挙常時啓発事業

[選挙管理委員会事務局]

「市民参画によるまちづ
くり」

「まちづくり」に関して、共に学習できる講
座事業等を実施し、市民との協働によるまち
づくりを推進する。

継続

「情報の共有化を進める
まちづくり」

市民の自己情報をコントロールする権利を
保障するとともに、個人情報の適正な取扱
いを図り、基本的人権の擁護と信頼される
市政の推進をめざす。

「市民参画によるまちづ
くり」

市民の意見を幅広く聴取し、市民参加によ
る市政運営の推進を図るため、4年ごとに
意識調査を実施する。

継続 ①市民意識調査事業市民意識調査事業

[市民総務室]

「市民参画によるまちづ
くり」

市民参加の行政の推進を図るため、4年ご
とにアンケートの郵送調査により市政運営
の参考となる意見を聴く。

継続 ①市政モニタリング調査事業
市政モニタリング調査事
業

[市民総務室]

「市民参画によるまちづ
くり」

行政相談委員が国の行政機関等の仕事に関
する要望や苦情の相談を受けている。

継続 ①行政相談事業行政相談事業

[市民総務室]

「市民参画によるまちづ
くり」

市民生活に関係の深い施策や身近な問題に
ついて、市民の意見や要望を聴取し市政に
反映させる。

継続 ①市民の声・相談案内事業市民の声・相談案内事業

[市民総務室]

①市民協働学習センター事業
市民協働学習センター事
業

[文化スポーツ推進室]

「市民参画によるまちづ
くり」

継続 ①市民自治推進事業市民自治推進事業

[市民自治推進室]

継続 ①個人情報保護事業個人情報保護事業

[市民総務室]
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「施　　策」
事　業　名

[担　当　所　管]
施　策　番　号

施策及び事業の内容 区分 摘　　　　要
事　業　費

年度(西暦) 単位：千円

合　計

合　計

合　計

合　計

「市民参画によるまちづ
くり」

多重債務問題専門の法律相談を実施し、あ
わせて多重債務者の生活再建を支援する。

継続 ①多重債務相談事業多重債務相談事業

[市民総務室]

「市民参画によるまちづ
くり」

市役所来庁者への庁舎案内をする。 継続 ①庁舎案内事業庁舎案内事業

[市民総務室]

「市民参画によるまちづ
くり」

司法書士及び土地家屋調査士による、登
記、測量等に関する身近な相談を実施す
る。

継続 ①登記・測量相談事業登記・測量相談事業

[市民総務室]

「市民参画によるまちづ
くり」

弁護士による、市民生活に関する身近な相
談を実施する。

継続 ①法律相談事業法律相談事業

[市民総務室]

－ 36 －

第２章　市民自治が育む自立のまちづくり


